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年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付
１

付
２ Ａ Ｂ Ｃ

適 用 期 間

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

〕成平〔平成
平成

円
円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

土 地 等家 屋Ⓐ

Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ ㋥ ㋩ ㋣ ㋬ ㋦ ㋷

⑧

⑨

⑩ ⑪ ⑫

⑬

⑯

⑰

⑱

⑲

⑭ ⑮

Ⓑ Ⓒ Ⓓ合 計 増 改 築 等

あ な た の 持 分 に 係 る
取 得 対 価 の 額 等

・・

居 住 開 始 年 月 日

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額

円

二面の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算し、その番号を書きます。

（特定増改築等） 二面の⑱の金額を転記します。

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

平成

増改築等の費用の額

うち居住用部分の金額

番
号

円

円

円

高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入
金等特別控除の適用を受ける場合に、あなた又は同居
親族の方について該当する欄をチェックします｡
１
２
３

同居親族の方が該当する場合は、その方の氏名等を書きます｡
氏名 柄続）（ （ ）

障害者（１に該当する方を除きます｡）……………
要介護認定又は要支援認定を受けている
（１又は２に該当する方を除きます｡）…………

特定の増改築等工事の費用の合計額

（⑨と⑯
万円。ただし、住宅の増改築等（特定多世帯
同居改修工事等に係るものを除きます｡）が特

（⑩＋⑫＋⑬＋⑭）

÷

住 宅 の み 土 地 等 の み 住宅及び土地等 増 改 築 等

÷ ÷

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、③の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

と② ⑤ の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ ⑥ ⑦× ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（Ⓔの⑧＋Ⓕの⑧＋Ⓖの⑧＋Ⓗの⑧）
※ ⑨ ⑨の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額 」欄に転記します。

居 住 用 割 合

（（付表２）の⑯の金額）

（（付表２）の⑭の割合）
連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合に使用します。○
この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。○

（補助金等がある場合は（付表１）の の金額）

（補助金等がある場合は（付表１）の の金額）

㋺（㋺×Ⓐの①）又は（付表１）のⒸの㉖ ㋭（㋭×Ⓑの①）又は（付表１）のⒹの㉖ ㋷（㋷×Ⓓの①）、（付表１）の（⑥（⑥×Ⓓの①）又はⒻの㉖）（Ⓐの②＋Ⓑの②）又は（Ⓑの②＋Ⓓの②）

※左の重複適用（の特例）を受ける場合
に二面の⑲の金額を右に転記します。適用期間の特例 重 複 適 用 重複適用の特例

円

※ （補助金等がある場合は（付表１）の⑥の金額）
万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借入金等特別
控除の適用を受けることができます。

※下の適用を受ける場合には、該当する文字を○で囲んでください。

家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額（２の㋺又は３の㋷）に含まれる消費税額等が、８％の消費税及び地方消費税の税率により
課されるべき消費税額等である場合、右の「特定取得」の文字を○で囲んでください。

４ 特定取得に係る事項

高齢者等居住改修
工事等の費用の額 ※

交付を要する方は、右の「要する」の文字を○で囲んでください。

９ 控除証明書の要否
要する

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等
又は特定多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

特 定 取 得

※
断熱改修工事等の費用の額 特定断熱改修工事等の費用の額

※

（⑮又は⑮×Ⓓの①）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額

※⑩ ⑭欄から 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。詳しくは、控用の裏面の４を参照してください。

特定耐久性向上改修
工事等の費用の額 ※

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額 ※

㋑

③

④
㋺

㋩

㋥

㋭

㋠

㋷

㋷

㋦
㋬

㋣

申告書は、国税庁ホームページで作成できます！

作成コーナー

①

②

②

③

③

給 与 所 得 者 の（ 特 定 増 改 築 等 ）住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 用 の 記 載 例

【設例】
○　青色の番号を付した金額などを申告書の同じ番号を付した欄に転記します。

◎　「給与所得の源泉徴収票」は、原本を添付書類台紙などに貼って申告書と一緒に提出しなければなりません。

⑦

④

⑦
⑥

⑥

①⑤ ④

この記載例は、給与所得について年末調整を受けた方が、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受ける場合の申告書の書き方の例です。他に申告する所得のある方や（特定増改築等）住宅借入金等特別控除以外の各種控除額が年末調整を受
けたものと異なる方は、『確定申告の手引き　確定申告書Ａ用』又は『確定申告の手引き　確定申告書Ｂ用』を参照してください。また、住宅借入金等特別控除に関する詳しいことは、『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ』を参照してください。な
お、家屋にバリアフリー改修工事、省エネ改修工事又は同居改修工事を含む増改築等をした場合には、『特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる方へ』も参照してください。

確定申告書には、マイナンバー（個人番号）を記入する必要があります。（『計算明細書』への記入は不要です。）

○　「16歳未満の扶養親族」欄には、扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族がいる場合に、その扶
養親族の氏名・続柄・生年月日･別居の場合の住所・マイナンバー（個人番号）を記入します。

○　「別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の氏名・住所」欄には、控除対象配偶者・控除対象扶養親
族のうち、別居している方の氏名と住所を記入します。

　　なお、還付申告の方で、申告する所得が年末調整を受けた給与所得のみの場合に、その別居している方
の申告書第二表の⑫～⑭欄の記入を省略するときは、マイナンバー（個人番号）も記入します。

○　「配当に関する住民税の特例」欄には、「配当所得の金額（申告書第一表の③）」と「確定申告不要制度を
選択した非上場株式の少額配当等」の合計金額を記入します。

○　「非居住者の特例」欄には、平成29年中の非居住者（国内に住所を有しない方等をいいます。）であっ
た期間内に生じた国内源泉所得の金額のうち所得税及び復興特別所得税で源泉分離課税の対象となっ
た金額を記入します。

⑥ ⑥

① ②

⑤

平成29年分　所得税の税額表 〔求める税額＝　×　－　〕Ａ Ｂ Ｃ
課税される所得金額

1,949,000円まで
3,299,000円まで
6,949,000円まで
8,999,000円まで
17,999,000円まで
39,999,000円まで

1,000円から
1,950,000円から
3,300,000円から
6,950,000円から
9,000,000円から
18,000,000円から

40,000,000円以上
《計算例》

0円
97,500円
427,500円
636,000円
1,536,000円
2,796,000円
4,796,000円

0.05 （5％）
0.1 （10％）
0.2 （20％）
0.23（23％）
0.33（33％）
0.4 （40％）
0.45（45％）

所得税の税率 控除額Ａ Ｂ Ｃ

（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額は、『計算明細書』の二面の該当する算式のうちいずれか
一の算式により計算します。

「課税される所得金額」が 2,411,000 円の場合の税額
2,411,000 円×0.1－97,500 円＝143,600 円

○　還付される税金の受取に当たって、振込みを希望する場合は次により記入します。
　●　銀行等の場合は、銀行等の名称、預金種類（該当する預金種類（総合口座の場合には「普
通」）に○印を付けます。）及び口座番号を記入します。

　●　ゆうちょ銀行の場合は、貯金総合通帳の記号番号のみを記入します。
他の金融機関との振込用の「店名（店番）」、「口座番号」は記入しないでください。また、記号部分と番号部分の間に1
桁の数字（通帳再発行時に表示される「－2」などの枝番）がある場合は、その数字の記入は不要です。
※　預貯金口座の口座名義は、申告者ご本人の氏名のみの口座をご利用ください。
　　　預貯金口座の名義に、店名、事務所名などの名称（屋号）が含まれる場合や、名義が旧姓の
ままである場合には、振込みできないことがあります。

　※　インターネットバンキングは、特定の銀行を除いて還付金の振込みはできませんので、振
込みの可否については取引している銀行にお問合せください。

　※　ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取を希望する場合は、受取を希望する郵便
局名等を記入してください。

29.12

◎　住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合や、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」又は「住宅取得資金の贈与を受けた場
合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受けた場合には、『（付表1）補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特
例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書』を併せて使用します。
　また、連帯債務に係る住宅借入金等がある場合には、『（付表2）連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』
を併せて使用します。

※　重複適用を受けられる方は、『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ』を、震災特例法の重複適用の特例を受けられる方は、
『東日本大震災により自己の所有する家屋が被害を受け居住の用に供することができなくなった場合に住宅借入金等特別控除等を
受けられる方へ』をご覧ください。

〔 〕

34の金額が43,600 円の場合の復興特別所得税額
43,600 円 ×0.021＝915 円
（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。）

《計算例》
○　35欄には、「34の金額（基準所得税額）×2.1％」の金額を記入します。

○　居住開始年月日の頭部に、『計算明細書』の二面で「2」を選択した方は「○特」を、「3」又は
「4」を選択した方は「○認」を、「5」を選択した方は「○増」を、「6」を選択した方は「○断」を、「7」を選
択した方は「○多」を、「8」を選択した方は「○震」を付けて記入します。

　　また、住宅の取得等が特定取得に該当する場合は、居住開始年月日の末尾に「（特定）」と記入
します。

③

※　この記載例では、『平成29年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書』を『計算明細書』と表記しています。

　赤字の場
合 は「0」
と記入し
ます。

明治：１
大正：２
昭和：３
平成：４

○○市△△町×－××－×

○○区○○　×－×－×
××－××××－××××○○産業株式会社

国税　春子　 

コクゼイ　タロウ

コクゼイ　ハルコ

国税　一郎　 
コクゼイ　イチロウ

国税　梅子　 
コクゼイ　ウメコ

　国税　太郎

給料・賞与

○

○○市△△町×－××－×

○○市△△町×－××－×

○○

○ ○ ○ ○

同　　上 ××　××××　××××

×××××××

コ ク セ 　゙イ　  タ ロ ウ

××　××××　××××

国　税　太　郎

国　税　太　郎
国　税　太　郎 本人

コク　　ゼイ　　タ　　 ロウ

給与 給料
 ○○産業株式会社

国税梅子

平成 　年 　月 　日居住開始(特定)

子

○○市△△町×－××－×
×××　 ××××

××××

××××××××××××

××× ××××××××××××
国
税

国　税　太　郎
コク　　ゼイ　　タ　　 ロウ

営業課長

④

区分７ー②　住宅借入金等の記載例 841,200部 入稿


